
H22.11.27 

施設利用変更のお知らせについて 

四谷ひろばも 10月 15 日の設立記念日を迎え、三年が経ちました。この設立記念日に毎

年、委員による見直しをする全体会を開催いたしております。 

つきましては、下記の通り、今後の利用について変更がされましたので、お知らせをさ

せていただいております。何卒、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

 

記 

◆ 改正内容  

 ①撮影の貸出に関しては、原則としてお断りさせていただきます。※写真撮影は対象外 

  理由：マナー違反・ルール違反が多く、そのつど、対応を検討し申請を受付けていた
中で、再三の注意にも関わらず守られないことが多いため。 

 
 ②グラウンドの利用については、球技の貸出を停止いたしました。 

  理由：ボールが道路に飛び出すことによる通行者の安全が確保出来ないため。 
     基本的には、小学校の校庭を利用しての開放であるため、ネットもない中での

利用に安全確保がされていなかった。 
 

 ③高齢者優先団体制度の廃止 ※会員全員が 60 歳以上の登録団体は優先団体となれた。 
  理由：60 歳以上の団体が増加傾向にあり、利用できていた団体の利用ができなくな

るなどの不具合を回避するため。 
  ※現在、すでに優先団体の場合は、23年度より適用となります。 

 

※改正により影響を受ける登録団体で団体登録手数料をお支払いの方：取消返金いたしま

す。お申し出下さい。 

※なお、講堂ではフットサルについての利用が可能です。(H22.11.16 現在) 

 ただし、カーテンを必ず閉めてご使用ください。また、ボールが高くあがり、電灯が破
損したり、水銀灯にぶつかると漏電のブザーがなることが予測されます。現在利用可能

としていますが、体育館ではなく講堂仕様であるため、天井が低く、トラブルが想定さ
れますので、ご注意ください。自己責任でのご利用をご理解ください。 

また、事故等による不具合が生じるようでしたら、利用の検討をさせていただくことに
なりますので、あらかじめご了承ください。 

  現在、ネットを持ち込んで利用されている団体がありますが、ネットは常備しており
ません。 

 
 

 ●子どもルーム(現在は貸出施設外)の減音工事。 

  理由：コーラス・演劇・ダンス・朗読等の利用者団体が増えているため、新年度に 

減音工事を行うことを検討中。 

  ※子どもルームは予備施設であるため、代替として｢コミュニティルームＡ｣を予備室 

  として考えています。※ 講堂を除く全室がクーラー設置室となります。 

 ●利用負担金の改定 ※時期としては、23年 10 月頃を想定。利用負担金増の検討中。 

 理由：新規設備投資/備品老朽化による修繕費/稼働率増加に伴う事務費増の補填として 

【今後の検討事項】現在、以下の検討を進めています。 


